
公立大学法人神戸市看護大学ハラスメント防止等に関する規程施行細則の一部を改正す

る細則をここに公布する。 

2025年３月31日 

公立大学法人神戸市看護大学理事長 北 徹 

公立大学法人神戸市看護大学細則第21号 

公立大学法人神戸市看護大学ハラスメント防止等に関する規程施行細則の一部を改正

する細則 

公立大学法人神戸市看護大学ハラスメント防止等に関する規程施行細則（ 2019年４月１

日細則第18号）の一部を次のように改正する。 

（改正前） （改正後） 

公立大学法人神戸市看護大学ハラス

メント  防止等に関する規程施行

細則 

 

等の 

（趣旨）  

第１条 この細則は，公立大学法人神戸市

看護大学ハラスメント   防止等に関す

る規程（2019年４月規程第62号。以下「規

程」という。）の施行に関し，必要な事項

を定めるものとする。 

 

等の 

（相談の受付等）  

第２条 規程第６条第１項に規定する   

   相談員（以下「相談員」という。）

は，ハラスメント  に関する相談を受け

たときは，様式第１号によるハラスメン

ト 相談受付・記録簿（以下「受付・記録

簿」という。）を作成しなければならない。 

８          ハラ

スメント等 

  等 

 

 等 

２ 相談員が，規程第６条第４項の規定に

基づき相談内容について，公立大学法人

神戸市看護大学ハラスメント  防止委員

会（以下「委員会」という。）の委員長に

報告するときは，受付・記録簿によるもの

とする。 

９  ５ 

 

             等 

３ 相談員が，規程第６条第４項の規定に

基づき相談内容を委員会委員長に報告し

ないときは，経営管理課長に，受付・記録

簿を提出するものとする。 

                    

                   

                   

            

４ 前項の規定に基づき受付・記録簿の提

出があったときは，経営管理課長は，当該

受付・記録簿を適切に保管しなければな

らない。 

                    

                   

                   

      

（委員会等への報告）  

第３条 相談員が，規程第６条第５項の規

定に基づき相談内容を委員会委員長及び

副委員長又は委員会に報告するときは，

当該相談者が作成した様式第２号による

ハラスメント  申立書を添付して，委員

会に提出しなければならない。 

            ９ 

         

          

 

       等 



（改正前） （改正後） 

（告知及び回答）  

第４条 理事長は，規程第 14条第１項の規

定に基づき告知するときは，様式第３号

によるハラスメント  に関する告知書に

より行うものとする。 

20 

 

等 

２ 理事長は，規程第 14条第３項の規定に

基づき異議申立てに対する回答を行うと

きは，様式第４号による異議申立てに対

する回答書によるものとする。 

20   

３ 理事長は，規程第 15条第６項の規定に

基づき回答をするときは，様式第５号に

よる不服審査請求に対する回答書により

行うものとする。 

21   

４ 前３項に規定する場合において，理事

長が必要と認めるときは，副理事長，理事

又は委員会の委員長が口頭により説明を

することができる。 

                    

                   

                   

        

（施行細目の委任）  

第５条 この細則の施行に関し，必要な事

項は理事長が定める。 

 

附 則  

この細則は， 2019年４月１日から施行す

る。 

 

附 則（2022年６月15日細則第１号）  

この細則は，公布の日から施行する。  

    附 則 

                 この細則は，公布の日から施行する。 

  

  



様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

  
様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 

  



様式第３号（第４条関係） 様式第３号（第４条関係） 

  
様式第４号（第４条関係） 様式第４号（第４条関係） 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



様式第５号（第４条関係） 様式第５号（第４条関係） 

  



 


